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設計者の育成につなげる設計者選択（プロポー
ザル方式）の手法
昭和初期に地方自治体の計画する建築物はほとんどが木造だったが、現在はRC造が主流となっている。設計者が大規模木造
建築物を設計できるよう、設計者選択の際に設計者を育成するような工夫が必要である。近年のそれらの手法を紹介する。
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1. 大規模木造建築物を取り巻く歴史背景
昭 和 の 初 期 にお ける公 共 建 築 物 の 設 計 は 官 庁 の 担 当 者 が 行っており、県 庁 や 大 都 市 の 公 共 施 設を除 けば 建 築 物 はほとん

どが 木 造だった。

しかし昭 和 1 2 年 に大 陸で日中 戦 争 が 始まった頃 から軍 需 目 的 に木 材を優 先 使 用するため木 材 の 統 制 令 が 出され、大 規 模

な 木 造 建 築 物 の 計 画 自 体 が なくなった。戦 後 は 住 宅 にお ける1 5 坪 の 規 模 制 限 が 昭 和 2 4 年まで続くなど、応 急 の 木 造 施 設し

か 建 設されない 時 代 が 続 いた。

一方木材の生産については、戦中の木材利用によって全国の山がはげ山になり、戦後は必死にスギ、ヒノキ、カラマツを植林した。し

かし、すぐには成長せず、戦後から近年までの長期にわたって大径木の木がなかったために、木造の公共建築物が建てられなかった。

その間に輸入木材が大量に市場に出廻るようになって木材価格が下落し、一部の地域を除き国産木材関連産業が疲弊した。

また、昭 和 3 4 年 の 伊 勢 湾 台 風で 木 造 住 宅 が 甚 大 な 被 害 を 受 けたことを 契 機 に日 本 建 築 学 会 から「 建 築 防 災 に関 する決

議」にお ける「木 造 禁 止」が 発 表され、この 影 響もあり木 造 に関する研 究・教 育 がなされなくなった。

そして、第 二 次 世 界 大 戦などの 都 市 火 災 の 体 験 から都 市 の 不 燃 化を目 指すこととなり、近 代 的な技 術であるR C 造 の 技 術を

設 計 者 が 率 先して学 び、昭 和 3 0 年 代 の 後 半 からは集 合 住 宅 や 地 方自治 体 の 建 築 物などに少しずつ 鉄 筋・鉄 骨・コンクリート

が 使 用できるようになってきた。この 頃 は、まだ R C 造 のことを知らない 設 計 者 が 多く、セメントや 鉄 骨 の 保 存 方 法 や 調 合 方 法

など、標 準 的 な 工 法 や 仕 様 など学 びながら設 計も建 築 工 事も進 められた。この 学 び の 時 期を経て昭 和 4 0 年 代 中 頃 から、多く

の 地 方自治 体でR C 造 が 建てられるようになった。

その 後 、行 政 の 方 針としてなるべく民 間 に設 計 の 仕 事 を 普 及 する努 力 が なされ 、R C 造 の 知 識 や 技 術 を 持 つ 民 間 に設 計を

委 託 するようになった。そして現 在 は 多くの 地 方 自 治 体で民 間 の 力 によって設 計 が 進 むようになり、R C 造で計 画されることが

常 態となっていった。このような 流 れ の 中で、行 政 内 の 木 造 の 公 共 建 築 物 の 建 設 事 業 につ いての 運 営 手 法を知っている人 が

いなくなり、木 造 建 築 につ いては公 共 団 体 内 部 にお いて運 営 手 法 が 伝 達されなくなっていった。

昭 和 6 0 年 代 に入ると戦 後 続 けた植 林 によって森 林も成 長し、近 い 将 来 伐 期を迎えるようになることを前 提 に、林 野 庁では

木 造で 公 共 建 築 が 可 能であることを 国 民 に理 解してもらおうとモデ ル 的 な 木 造 建 築 の 建 設 を 推 進した。まず、欧 米で 発 展し

ている集 成 材 による建 築 技 術を導 入し公 共 建 築 の 木 造 化 が 図られた。

現 在は山の木も育ち、国 産 木 材が 十 分 手に入るようになっている。しかし、前 述のように戦 中・戦 後にかけて大 規 模 木 造 建 築

の研 究・教 育が 停 止していたことや、民 間に大 規 模な木 造 建 築の設 計と工 事の経 験がなかったこと、地 方自治 体による木 造 建

築物の計画が停止していたことなどのため、いざ大規模木造建築物を建設しようとしてもどこから手を付けてよいか分からない

状況が生まれている。現在、木造建築物の計画が避けられる理由に防耐火や劣化の問題があげられているが、実は、「知らない」

「R C 造 に慣 れている」という理 由で避 けられていることがあるのではないか。今 の 時 代 に大 規 模 木 造 建 築 物を建てるには、昭

和30年代のRC造と同じように勉強する必要がある。すなわち公共建築の木造化・木質化を推進するためには大規模木造建築

に関係する林家・製材加工関連・設計者・施工者・研究者といった地域の人材を育成するような行政の取り組みが必要となる。
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図1　統合幼稚園新築及び現第一中学校の統合小学校へ
の改修工事等設計業務委託に係る公募型プロポーザル実
施要領（抜粋）

図2　プロポーザルの公告　参加資格＊1

2. 設計者選定方式の実例2題
1 .のような理 由により、まずは、大 規 模 木 造 建 築 物を設 計できるよう設 計 者を育 成する必 要 がある。そこで、設 計 者 選 定の段

階で設計者を育成する手法を取り入れた2題を紹介する。

これらのように目 的 に合 わせた選 択 手 法を用 いることで設 計 者 の 技 能を底 上 げでき、まずは木 造・木 材を取り巻く生
な り わ い

業 の 復

活の一助とすることができるだろう。

①プロポーザルの条件設定に木材利用を条件とする
福 島 県 会 津 坂 下 町 にお ける「統 合 幼 稚 園 新 築 及 び 現 第 一 中 学 校 校 舎 の 統 合 小 学 校 へ の 改 修 工 事 等 設 計 業 務 委 託」の 公 募

型プロポーザル方式における設計業務委託において、木材を利用すること等が要領に盛り込まれた。

実施要領を図1に、参加資格を図2に示し、これにより選定された案を図3に示す。

実 施 要 領（図 1）では、技 術 提 案 書の内 容の項目で、「・工 法・素 材に関する提 案（木 材を使 用した施 設づくり）」（赤 枠 内）と明

記しており、木材の使用を前提としている。

参 加 資 格（図 2）では、福 島 県 内 の 設 計 者を育 成することを主 眼 にお いていることから、代 表 者を「福 島 県 内 に設 計 事 務 所を

有している者」（青 枠 内）に限 定している。その 他、設 計 共 同 体でない 者（1 者で提 案する場 合）と設 計 共 同 体 の 者 の 2 通りの 参

加資格枠を設けており、実績がない者でも実績のある者と組むことで参加することが可能である。これは実績のある者から実績

のない者への技術の伝達を意図している。代表以外は福島県外の者を一員に加えることも可能で、県外の設計者の知識・技術

を吸収することができるため、これも福島県の設計者の育成につながっている。

また近 年、プロポーザルで設 計 計 画 の 規 模 や 何 年 以 内 に何 件 の 実 績 数を示すことを要 件（例：○ 年 以 内 に延 べ 面 積 ○ ㎡ 以

上の物件を○件以上計画したことがあるもの等。）としているため実績のない設計者が育成されない問題がある＊2。これについ

ては、「教育施設の建築設計の実績を有する者であること。」（赤枠内）と実績を求めてはいるが、その規模や何年以内等の詳細

については限定しておらず、門戸を広げている。これは木造を前提にしたため実績数を問うと設計者が限られてしまう理由から

ではあるが、実績の少ない若い設計者を育てる意味でも実績を強く問わないことは重要である。

これらの結 果、地 域 材を極 力 利 用することを明 記した案（図 3）を提 案した者が 選 定され、設 計 者は全て福 島 県 内に設 計 事 務

所を有している設計者による設計共同体であった。
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図3　選定された者の案＊3

②勉強会への参加を設計プロポーザルに参画するための条件とする
環 境 省のエコハウスモデル 事 業（2 1 世 紀 環 境 共 生 型 住 宅のモデル 整 備による建 設 促 進 事 業）＊ 4におけるプロポーザルの手

法は、役所が開催する勉強会への参加がなければプロポーザルに参画できないといったものである。

エコハウスモデル 事 業は環 境 省が 募 集し選 定した全 国 2 0の自治 体でそれぞ れの地 域の気 候 風 土や特 色を生かしたエコハ

ウスの実現と普及に取り組む事業である。各自治体は、環境省のサポートを受けながら、エコハウスについての勉強会の開催、

設 計プロポーザル、施 工 者 の 選 定を行 い、モデ ル ハウスを整 備する。特 徴としては、それぞ れの 地 域 にお いてエコハウスの 設

計手法に関する勉強会を計3回開催し、勉強会への参加が、モデルハウス設計プロポーザルに参加するための必須条件となる

ことである。このため、プロポーザル参加がエコハウスの技術の普及につながるわけである。

この手法を用いれば、例えば木造の勉強会を開催し、木造に関する設計技術の他、木材を利用するメリットについても普及さ

せることが可能である。
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